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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表示特性の低下を抑制することが可能なトップ
エミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法、及び表示
装置を提供する。
【解決手段】基板２上に画素電極３および画素電極間に
形成された補助電極４を形成する工程、基板上に２列以
上の帯状のスペーサ部５ａ、５ｂを形成する工程、画素
電極および補助電極を覆うように有機ＥＬ層６を形成す
る工程、スペーサ部の頂部に蓋部８が接触するように配
置して有機ＥＬ層と蓋部の間の空間Ｖを減圧して密封す
る工程、蓋部側からレーザー光Ｌを照射して補助電極を
覆う有機ＥＬ層を除去し、補助電極を露出させて接触部
９を形成する工程、蓋部を剥離して、接触部において露
出した補助電極に電気的に接続されるように透明電極層
７を形成する工程とを有し、２列以上のスペーサ部は、
画素電極と接触部との間に形成されているトップエミッ
ション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０の
製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に画素電極および前記画素電極間に形成された補助電極を形成する画素電極およ
び補助電極形成工程、前記基板上に２列以上の帯状のスペーサ部を形成するスペーサ部形
成工程、および複数の有機層から構成され、少なくとも発光層を有する有機エレクトロル
ミネッセンス層を、前記画素電極上に形成する有機エレクトロルミネッセンス層形成工程
を有し、前記有機エレクトロルミネッセンス層形成工程では、前記有機エレクトロルミネ
ッセンス層を形成するとともに、前記有機エレクトロルミネッセンス層を構成する少なく
とも１層の前記有機層が前記補助電極を覆うように形成される有機エレクトロルミネッセ
ンス層側基板形成工程と、
　前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板形成工程で得られた有機エレクトロルミネ
ッセンス層側基板に蓋部を対向させ、前記スペーサ部の頂部に前記蓋部が接触するように
配置して、前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板および前記蓋部の間の空間を減圧
して密封する減圧密封工程と、
　前記蓋部側からレーザー光を照射して、前記補助電極を覆う前記有機層を除去し、前記
補助電極を露出させて接触部を形成する接触部形成工程と、
　前記蓋部を剥離して、前記接触部において露出した前記補助電極に電気的に接続される
ように、前記有機エレクトロルミネッセンス層側基板上に透明電極層を形成する透明電極
層形成工程と
　を有し、前記２列以上のスペーサ部は、前記画素電極と前記接触部との間に形成されて
いることを特徴とするトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製
造方法。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板上に形成された画素電極および前記画素電極間に形成された補助電極と、
　前記基板上に形成された２列以上の帯状のスペーサ部と、
　前記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有
する有機エレクトロルミネッセンス層と、
　前記補助電極上に形成された少なくとも一層の前記有機層と、
　前記補助電極上の前記有機層が除去されて形成された接触部と、
　少なくとも前記有機エレクトロルミネッセンス層および前記接触部上に形成された透明
電極層と
　を有し、前記透明電極層は、前記補助電極と前記接触部で電気的に接続しており、
　前記２列以上のスペーサ部は、前記画素電極と前記接触部との間に形成されていること
を特徴とするトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　基板と、
　前記基板上に形成された画素電極および前記画素電極間に形成された補助電極と、
　前記基板上に形成された２列以上の帯状のスペーサ部と、
　前記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有
する有機エレクトロルミネッセンス層と、
　前記補助電極上に形成された少なくとも一層の前記有機層と、
　前記補助電極上の前記有機層が除去されて形成された接触部と、
　少なくとも前記有機エレクトロルミネッセンス層および前記接触部上に形成された透明
電極層と
　を有し、前記透明電極層は、前記補助電極と前記接触部で電気的に接続しており、
　前記２列以上のスペーサ部は、台座部および前記台座部上に形成された２列以上の帯状
の密着部により構成され、また前記画素電極と前記接触部との間に形成されていることを
特徴とするトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補助電極を有するトップエミッション型有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子は、自己発色により視認性が高いこと、液晶表示装
置と異なり全固体ディスプレイであるため耐衝撃性に優れていること、応答速度が速いこ
と、温度変化による影響が少ないこと、および視野角が広いこと等の利点が注目されてい
る。なお、以下、有機エレクトロルミネッセンスを有機ＥＬと略す場合がある。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の構成は、陽極と陰極との間に有機ＥＬ層が狭持された積層構造を基本と
している。このような有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬ表示装置の駆動方式には、パッシブ
マトリクス駆動およびアクティブマトリクス駆動があるが、大型ディスプレイを製造する
にあたっては、低電圧による駆動が可能であるという観点から、アクティブマトリクス駆
動が有利である。なお、アクティブマトリクス駆動とは、有機ＥＬ素子が形成された基板
にＴＦＴ等の回路を形成し、上記ＴＦＴ等の回路により駆動する方式をいう。
【０００４】
　このような有機ＥＬ表示装置には、有機ＥＬ素子が形成された基板側から光を取り出す
ボトムエミッション型と、有機ＥＬ素子が形成された基板とは反対側から光を取り出すト
ップエミッション型とがある。ここで、アクティブマトリクス駆動の有機ＥＬ表示装置の
場合、ボトムエミッション型では、光の取り出し面である基板に形成されたＴＦＴ等の回
路により開口率が制限され、光取り出し効率が低下してしまうという問題がある。これに
対し、トップエミッション型では、基板とは反対側の面から光を取り出すため、ボトムエ
ミッション型に比べて優れた光取り出し効率が得られる。なお、トップエミッション型の
場合には、光取り出し面となる側の電極層として透明電極層が用いられる。
【０００５】
　ここで、一般的な透明電極層は、ＡｌやＣｕ等の金属から構成される電極層に比べて抵
抗が大きい。そのため、透明電極層を有する有機ＥＬ表示装置においては、透明電極層の
抵抗によって電圧降下が生じ、結果として有機ＥＬ層の輝度の均一性が低下する、いわゆ
る輝度ムラの発生が問題になっている。また、透明電極層の面積が大きくなるほどその抵
抗はより大きくなることから、上述した輝度ムラの問題は大型ディスプレイを製造する場
合に顕著になる。
【０００６】
　上記課題に対しては、抵抗値の低い補助電極を形成し、これを透明電極層と電気的に接
続させることにより電圧降下を抑制する方法が知られている。ここで、補助電極は、通常
、金属層を成膜した後にウェットプロセスによるエッチング処理を施し、パターン状に形
成される。そのため、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置において、有機ＥＬ層上
に補助電極を形成する場合には、補助電極を形成する際に用いられるエッチング液により
有機ＥＬ層や透明電極層が侵されるという問題があった。そこで、特許文献１～３に記載
されているように、ＴＦＴ等の回路が形成された基板上に補助電極を形成する方法が知ら
れている。
【０００７】
　しかしながら、ＴＦＴ等の回路が形成された基板上に補助電極を有する場合において、
有機ＥＬ層を構成する少なくとも１層の有機層が、ＴＦＴ等の回路および補助電極が形成
された基板上の全面に形成された場合には、上記有機層によって補助電極と透明電極層と
の電気的な接続が妨げられてしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特許第４９５９１１９号
【特許文献２】特表２０１０－５３８４４０号公報
【特許文献３】特許第４３４０９８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１では、図１１（ａ）に示すように、基板２０上に画素電極３０および補助電
極４０を形成し、上記画素電極３０と上記補助電極４０との間に隔壁５０を形成した後、
図１１（ｂ）に示すように、有機ＥＬ層６０を形成する。次いで、図１１（ｃ）に示すよ
うに、レーザー光Ｌによって補助電極４０上の有機ＥＬ層６０を除去し、その後、図１１
（ｄ）に示すように、透明電極層７０を形成することにより、補助電極４０と透明電極層
７０とが電気的に接続された有機ＥＬ表示装置１００を作製する方法が記載されている。
しかしながら、この場合、レーザー光によって除去された有機ＥＬ層が飛散して有機ＥＬ
表示装置における画素領域が汚染され、表示特性が低下してしまうという問題がある。
【００１０】
　また、上記問題を解決する方法としては、例えば特許文献２に記載されているように、
レーザー光による有機ＥＬ層の除去を行う前に、有機ＥＬ層で被覆された補助電極全面に
透光性を有する第１の電極を形成し、その後、第１の電極を介してレーザー光により有機
ＥＬ層を除去し、最後に第２の電極を形成する方法が提案されている。しかしながら、こ
の場合、上述した表示特性の低下は抑制することができるものの、透明電極層として第１
の電極および第２の電極を形成するため、製造工程が増加してしまうという問題がある。
【００１１】
　さらに、例えば特許文献３には、図１２（ａ）に示すように、基板２０上に画素電極３
０および補助電極４０を形成し、上記画素電極３０と上記補助電極４０との間に隔壁５０
を形成した後、図１２（ｂ）に示すように、有機ＥＬ層６０を形成して有機ＥＬ層側基板
８０を形成する。次いで、図１２（ｃ）に示すように、有機ＥＬ層側基板８０に、ガラス
や樹脂フィルムからなる蓋部９０を対向させて、隔壁５０の頂部に蓋部９０が接触するよ
うに配置して、有機ＥＬ層側基板８０および蓋部９０の間の空間Ｖを減圧することにより
真空にする。その後、レーザー光Ｌによって補助電極４０上の有機ＥＬ層６０を除去して
、図１２（ｄ）に示すように、蓋部９０を剥離する。最後に、図１２（ｅ）に示すように
、有機ＥＬ層側基板上に透明電極層７０を形成することにより、補助電極４０と透明電極
層７０とが電気的に接続された有機ＥＬ表示装置１００を作製する方法が記載されている
。しかしながら、上記方法においては、図１２（ｃ）における蓋部９０と有機ＥＬ層側基
板との接触面における密着性を十分に向上させることができない。そのため、レーザー光
により除去された補助電極上の有機ＥＬ層が、画素電極が形成された画素領域に飛散する
のを十分に防止することができないという問題がある。
　なお、上記問題を解決することを目的として、仮に図１２（ｃ）に示す工程において減
圧する力を強めたとしても、ガラスからなる蓋部は追従性に劣るため、蓋部と有機ＥＬ層
側基板との接触面における密着性を向上させることには限界があった。また、樹脂フィル
ムからなる蓋部は、減圧する力が強まるとともに変形して画素領域における有機層に接触
してしまうおそれがあるため、一定以上の力で減圧して蓋部と有機ＥＬ層側基板との接触
面における密着性を向上させることは困難であった。
【００１２】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、レーザー光により除去された補助電
極上の有機層が画素領域に飛散するのを防ぎ、表示特性の低下を抑制することが可能な有
機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明は、基板上に画素電極および上記画素電極間に形成
された補助電極を形成する画素電極および補助電極形成工程、上記基板上に２列以上の帯
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状のスペーサ部を形成するスペーサ部形成工程、および複数の有機層から構成され、少な
くとも発光層を有する有機ＥＬ層を、上記画素電極上に形成する有機ＥＬ層形成工程を有
し、上記有機ＥＬ層形成工程では、上記有機ＥＬ層を形成するとともに、上記有機ＥＬ層
を構成する少なくとも１層の上記有機層が上記補助電極を覆うように形成される有機ＥＬ
層側基板形成工程と、上記有機ＥＬ層側基板形成工程で得られた有機ＥＬ層側基板に蓋部
を対向させ、上記スペーサ部の頂部に上記蓋部が接触するように配置して、上記有機ＥＬ
層側基板および上記蓋部の間の空間を減圧して密封する減圧密封工程と、上記蓋部側から
レーザー光を照射して、上記補助電極を覆う上記有機層を除去し、上記補助電極を露出さ
せて接触部を形成する接触部形成工程と、上記蓋部を剥離して、上記接触部において露出
した上記補助電極に電気的に接続されるように、上記有機ＥＬ層側基板上に透明電極層を
形成する透明電極層形成工程とを有し、上記２列以上のスペーサ部は、上記画素電極と上
記接触部との間に形成されていることを特徴とするトップエミッション型有機ＥＬ表示装
置の製造方法を提供する。
【００１４】
　本発明によれば、画素電極と接触部との間に２列以上の帯状のスペーサ部が形成されて
いることにより、有機ＥＬ層側基板に蓋部を対向させて減圧密封した際に、従来のものと
比較して、上記２列以上のスペーサ部により挟持された空間をも減圧することができる。
これにより、画素電極と接触部との間の上記２列以上のスペーサ部により挟持された空間
において、上記蓋部が有機ＥＬ層側基板側により引かれるため、蓋部と有機ＥＬ層側基板
との接触面における密着性を向上させることができる。したがって、接触部形成工程にお
いてレーザー光により除去された有機層が画素電極が形成された画素領域に飛散するのを
より完璧に防止することができ、表示特性の低下を抑制することが可能なトップエミッシ
ョン型有機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【００１５】
　本発明は、基板と、上記基板上に形成された画素電極および上記画素電極間に形成され
た補助電極と、上記基板上に形成された２列以上の帯状のスペーサ部と、上記画素電極上
に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層と
、上記補助電極上に形成された少なくとも一層の上記有機層と、上記補助電極上に上記有
機層が除去されて形成された接触部と、少なくとも上記有機ＥＬ層および上記接触部上に
形成された透明電極層とを有し、上記透明電極層は、上記補助電極と上記接触部で電気的
に接続しており、上記２列以上のスペーサ部は、上記画素電極と上記接触部との間に形成
されていることを特徴とするトップエミッション型有機ＥＬ表示装置を提供する。
【００１６】
　本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置は、上述のトップエミッション型有機
ＥＬ表示装置の製造方法により製造することができるため、表示特性の低下を抑制するこ
とが可能なトップエミッション型有機ＥＬ表示装置とすることができる。
【００１７】
　本発明は、基板と、上記基板上に形成された画素電極および上記画素電極間に形成され
た補助電極と、上記基板上に形成された２列以上の帯状のスペーサ部と、上記画素電極上
に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層と
、上記補助電極上に形成された少なくとも一層の上記有機層と、上記補助電極上に上記有
機層が除去されて形成された接触部と、少なくとも上記有機ＥＬ層および上記接触部上に
形成された透明電極層とを有し、上記透明電極層は、上記補助電極と上記接触部で電気的
に接続しており、上記２列以上のスペーサ部は、台座部および上記台座部上に形成された
２列以上の帯状の密着部により構成され、また上記画素電極と上記接触部との間に形成さ
れていることを特徴とするトップエミッション型有機ＥＬ表示装置を提供する。
【００１８】
　本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置は、スペーサ部が台座部上に密着部が
形成されたものであることにより、上述のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造
方法による製造工程において、画素電極、補助電極、スペーサ部および有機ＥＬ層が形成
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された基板に蓋部を対向させた際に、上記蓋部と上記基板とを容易に接触させることがで
きる。これにより、より効果的に表示特性の低下を抑制することが可能なトップエミッシ
ョン型有機ＥＬ表示装置とすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明においては、表示特性の低下を抑制することが可能なトップエミッション型有機
ＥＬ表示装置を得ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す工程図
である。
【図２】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の他の例を示す工程
図である。
【図３】本発明におけるスペーサ部を説明する模式図である。
【図４】本発明におけるスペーサ部の形成態様の一例を示す概略図である。
【図５】本発明におけるスペーサ部の形成態様の他の例を示す概略図である。
【図６】本発明におけるスペーサ部の形成態様の他の例を示す概略図である。
【図７】本発明におけるスペーサ部を説明する模式図である。
【図８】本発明におけるスペーサ部を説明する模式図である。
【図９】本発明における接触部を説明する模式図である。
【図１０】本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図であ
る。
【図１１】従来のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す工程図
である。
【図１２】従来のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法の他の例を示す工程
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明のトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の製造方法、およびトップエミ
ッション型有機ＥＬ表示装置について詳細に説明する。なお、以下、トップエミッション
型有機ＥＬ表示装置を有機ＥＬ表示装置と略す場合がある。
【００２２】
　Ａ．有機ＥＬ表示装置の製造方法
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板上に画素電極および上記画素電極間に形
成された補助電極を形成する画素電極および補助電極形成工程、上記基板上に２列以上の
帯状のスペーサ部を形成するスペーサ部形成工程、および複数の有機層から構成され、少
なくとも発光層を有する有機ＥＬ層を、上記画素電極上に形成する有機ＥＬ層形成工程を
有し、上記有機ＥＬ層形成工程では、上記有機ＥＬ層を形成するとともに、上記有機ＥＬ
層を構成する少なくとも１層の上記有機層が上記補助電極を覆うように形成される有機Ｅ
Ｌ層側基板形成工程と、上記有機ＥＬ層側基板形成工程で得られた有機ＥＬ層側基板に蓋
部を対向させ、上記スペーサ部の頂部に上記蓋部が接触するように配置して、上記有機Ｅ
Ｌ層側基板および上記蓋部の間の空間を減圧して密封する減圧密封工程と、上記蓋部側か
らレーザー光を照射して、上記補助電極を覆う上記有機層を除去し、上記補助電極を露出
させて接触部を形成する接触部形成工程と、上記蓋部を剥離して、上記接触部において露
出した上記補助電極に電気的に接続されるように、上記有機ＥＬ層側基板上に透明電極層
を形成する透明電極層形成工程とを有し、上記２列以上のスペーサ部は、上記画素電極と
上記接触部との間に形成されていることを特徴とするものである。
【００２３】
　図１（ａ）～（ｆ）は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す工程図である
。まず、図１（ａ）に例示するように、基板２上に画素電極３および上記画素電極３間に
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補助電極４を形成する画素電極および補助電極形成工程を行う。次に、図１（ｂ）に例示
するように、基板２上に、２列の帯状のスペーサ部５ａ、５ｂを形成するスペーサ部形成
工程を行う。その後、図１（ｃ）に例示するように、複数の有機層から構成され、少なく
とも発光層を有する有機ＥＬ層６を全面に形成する有機ＥＬ層形成工程を行う。このよう
にして、有機ＥＬ層側基板１が形成される。次いで、図１（ｄ）に例示するように、有機
ＥＬ層側基板に蓋部８を対向させ、上記有機ＥＬ層側基板および上記蓋部８の間の空間Ｖ
を減圧して密封する減圧密封工程を行う。次に、蓋部８側から、補助電極４上に形成され
た有機ＥＬ層６にレーザー光Ｌを照射して、上記補助電極４上の上記有機ＥＬ層６を除去
し、図１（ｅ）に例示するように、補助電極４を露出させて接触部９を形成する接触部形
成工程を行う。最後に、図１（ｆ）に例示するように、接触部９において補助電極４と電
気的に接続されるように、有機ＥＬ層側基板上に透明電極層７を形成する透明電極層形成
工程を行う。これにより、本発明における有機ＥＬ表示装置１０が得られる。
【００２４】
　図２（ａ）～（ｆ）は本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の他の例を示す工程図であ
る。なお、図２（ａ）～（ｃ）は上記図１（ａ）～（ｃ）と同様であるので省略する。次
に、図２（ｄ）に例示するように、有機ＥＬ層側基板に蓋部８を対向させ、上記有機ＥＬ
層側基板および上記蓋部８の間の空間Ｖを減圧して密封する減圧密封工程を行う。次いで
、蓋部８側から、補助電極４が形成された領域に開口部を有するマスクＭを介してレーザ
ー光Ｌを照射して、補助電極４上に形成された有機ＥＬ層６を除去し、図２（ｅ）に例示
するように、補助電極４を露出させて接触部９を形成する接触部形成工程を行う。最後に
、図２（ｆ）に例示するように、接触部９において補助電極４と電気的に接続されるよう
に、有機ＥＬ層側基板上に透明電極層７を形成する透明電極層形成工程を行う。これによ
り、本発明における有機ＥＬ表示装置１０が得られる。
【００２５】
　このように本発明においては、画素電極と接触部との間に２列以上の帯状のスペーサ部
が形成されることにより、有機ＥＬ層側基板に蓋部を対向させて減圧密封した際に、上記
２列以上のスペーサ部により狭持された空間を減圧することができる。これにより、蓋部
と有機ＥＬ層側基板との接触面における密着性を向上させることができる。
　この理由については、次のようなことが考えられる。すなわち、例えば図１（ｄ）に例
示するように、２列以上のスペーサ部を形成する本発明においては、有機ＥＬ層側基板に
蓋部を対向させて減圧することにより、画素電極上に形成された空間、補助電極上に形成
された空間、および画素電極と補助電極との間に形成された空間のがそれぞれ減圧される
ことになる。これに対し、例えば図１２（ｃ）に例示するような従来の有機ＥＬ表示装置
の製造方法では、有機ＥＬ層側基板と蓋部との界面において減圧される空間は、画素電極
上に形成された空間、および補助電極上に形成された空間である。すなわち、本発明の有
機ＥＬ表示装置の製造方法では、従来に比べて減圧密封工程において減圧される空間の数
を増やすことができる。このように、本発明においては、減圧密封工程において有機ＥＬ
層側基板に密着しようと上記蓋部に力が加わる領域の数が増え、蓋部と有機ＥＬ層側基板
との接触面における密着性を向上させることができるものと考えられる。
　また本発明は、画素電極と補助電極との間に１つの隔壁が形成された従来の構造を、画
素電極と接触部との間に２列以上の帯状のスペーサ部が形成された構造にしたことにより
、従来に比べてスペーサ部の頂部の面積を狭めて設計することができる。そのため、上記
有機ＥＬ層側基板および上記蓋部の間の空間を減圧密封する際に、上記有機ＥＬ層側基板
と上記蓋部とが接触する面積を狭めることができる。これにより、従来に比べて、上記有
機ＥＬ層側基板と上記蓋部との各接触面にかかる力を増大させることができ、各接触面の
密着性を向上させることができるものと考えられる。
　以上のことから、本発明は、接触部形成工程においてレーザー光により除去された有機
層の粉塵等が飛散した場合であっても、上記有機層の粉塵等が画素電極が形成された画素
領域にまで飛散するのを防ぐことができ、表示特性の低下を抑制することができるものと
推量される。また、本発明は、上述のような効果を奏することにより、従来と比較して画
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素電極が形成された画素領域の汚染を効果的に防ぎ、有機ＥＬ素子の寿命を延ばすことが
できるものと推量される。
【００２６】
　ここで、本発明において「２列以上の帯状のスペーサ部」とは、隣接する画素電極と接
触部との間に、長手方向にストライプ状のスペーサ部が形成されており、このときに画素
電極と接触部との間に形成されたストライプの数が２列以上であることを指す。
【００２７】
　また、本発明において「有機ＥＬ層を形成するとともに、上記有機ＥＬ層を構成する少
なくとも１層の上記有機層が上記補助電極を覆うように形成される」とは、例えば図１（
ｃ）および図２（ｃ）に例示するように、有機ＥＬ層６を構成する全ての層が、画素電極
３が形成された画素領域ｐ内および補助電極４を覆うように全面に形成された態様、また
、この他にも、仮に有機ＥＬ層が、正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子注入層の
４層から構成されている場合においては、上記４層のうち３層が画素領域内にパターン状
に形成され、残りの１層が画素領域内および補助電極を覆うように全面に形成されている
態様や、上記４層のうち２層が画素領域内にパターン状に形成され、残りの２層が画素領
域内および補助電極を覆うように全面に形成されている態様や、さらには上記４層のうち
１層が画素領域内にパターン状に形成され、残りの３層が画素領域内および補助電極を覆
うように全面に形成されている態様等を含む。
【００２８】
　さらに、本発明において「スペーサ部の頂部」とは、例えば図３に例示するように、ス
ペーサ部５ａ、５ｂが台形である場合にはスペーサ部５ａ、５ｂの上底面Ｈａ、Ｈｂを指
す。また、スペーサ部が台形以外の形状である場合には、スペーサ部の最上部を指し、有
機ＥＬ層側基板と蓋部とを接触させて減圧密封させた際に、スペーサ部において蓋部が先
に接触する部分を指す。
【００２９】
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における各工程について説明する。
【００３０】
　１．有機ＥＬ層側基板形成工程
　本発明においては、まず、基板上に画素電極および上記画素電極間に形成された補助電
極を形成する画素電極および補助電極形成工程、上記基板上に２列以上の帯状のスペーサ
部を形成するスペーサ部形成工程、および複数の有機層から構成され、少なくとも発光層
を有する有機ＥＬ層を、上記画素電極上に形成する有機ＥＬ層形成工程を有し、上記有機
ＥＬ層形成工程では、有機ＥＬ層を形成するとともに、上記有機ＥＬ層を構成する少なく
とも１層の上記有機層が上記補助電極を覆うように形成される有機ＥＬ層側基板形成工程
を行う。
　以下、本工程における画素電極および補助電極形成工程、スペーサ部形成工程、および
有機ＥＬ層形成工程について説明する。
【００３１】
　（１）画素電極および補助電極形成工程
　本工程は、基板上に画素電極および上記画素電極間に形成された補助電極を形成する工
程である。
　以下、本工程に用いられる各部材について説明する。
【００３２】
　（ａ）画素電極
　本工程における画素電極は、基板上にパターン状に形成されるものである。
　画素電極は、光透過性を有していてもよく、有さなくてもよいが、本発明により製造さ
れる有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であり、透明電極層側から光を取り出すた
め、通常は光透過性を有さないものとされる。
【００３３】
　画素電極は、陽極および陰極のいずれであってもよい。
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　画素電極が陽極である場合には、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料
である金属材料が用いられるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、Ａｕ、Ｃｒ、Ｍｏ等の金属；酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウ
ム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛、酸化インジウム等の無機酸化物；金属ドープされたポリチ
オフェン等の導電性高分子等が挙げられる。これらの導電性材料は、単独で用いても、２
種類以上を組み合わせて用いてもよい。２種類以上を用いる場合には、各材料からなる層
を積層してもよい。
【００３４】
　また、画素電極が陰極である場合には、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、ＭｇＡｇ等のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のアル
ミニウム合金、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金
属類の合金等が挙げられる。
【００３５】
　画素電極の厚みとしては、画素電極のエッジ部分からのリーク電流の有無等に応じて適
宜調整され、例えば、１０ｎｍ～１０００ｎｍ程度にすることができ、好ましくは２０ｎ
ｍ～５００ｎｍ程度である。なお、画素電極の厚みとしては、後述する補助電極の厚みと
同じであってもよく異なっていてもよい。なお、画素電極を、後述する補助電極と一括し
て形成する場合には、画素電極および補助電極の厚みは等しくなる。
【００３６】
　画素電極の形成方法としては、基板上に画素電極をパターン状に形成することができる
方法であれば特に限定されるものではなく、一般的な電極の形成方法を採用することがで
きる。例えば、マスクを用いた蒸着法、フォトリソグラフィー法等が挙げられる。また、
蒸着法としては、例えば、スパッタリング法、真空蒸着法等が挙げられる。
【００３７】
　（ｂ）補助電極
　本工程における補助電極は、基板上にパターン状に形成されるものである。
　補助電極は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。
【００３８】
　補助電極には、一般的には導電性材料である金属材料が用いられる。なお、補助電極に
用いられる材料については、上記画素電極に用いられる材料と同様とすることができるた
め、ここでの説明は省略する。
　また、補助電極に用いられる材料は、画素電極に用いられる材料と同じであってもよく
異なってもよい。中でも、画素電極および補助電極は同一の材料であることが好ましい。
画素電極および補助電極を一括して形成することができ、製造工程を簡略化することがで
きるからである。
【００３９】
　補助電極の厚みとしては、補助電極のエッジ部分からのリーク電流の有無等に応じて適
宜調整され、例えば、１０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内であることが好ましく、中でも２
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。なお、補助電極を、上述した画素電
極と一括して形成する場合には、画素電極および補助電極の厚みは等しくなる。
【００４０】
　補助電極の形成方法としては、基板上に補助電極をパターン状に形成することができる
方法であれば特に限定されるものではなく、一般的な電極の形成方法を採用することがで
きる。なお、補助電極の形成方法については、上記画素電極の形成方法と同様とすること
ができるため、ここでの説明は省略する。中でも、補助電極を画素電極と一括して形成す
ることが好ましい。製造工程を簡略化することができるからである。
【００４１】
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　（ｃ）画素電極および補助電極
　隣り合う画素電極および補助電極の間隔としては、後述するスペーサ部を２列以上形成
することができる程度であれば特に限定されるものではない。具体的には、１μｍ～５０
μｍの範囲内であることが好ましく、中でも２μｍ～３０μｍの範囲内であることが好ま
しい。なお、隣り合う画素電極および補助電極の間隔とは、図１（ａ）に示した距離ｄを
指す。
【００４２】
　（ｄ）基板
　本工程における基板は、上述した画素電極および補助電極、また、後述する密着層、有
機ＥＬ層および透明電極層を支持するものである。
【００４３】
　本発明において製造される有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であるため、基板
は光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。
【００４４】
　また、基板は、可撓性を有していてもよく有さなくてもよく、有機ＥＬ表示装置の用途
により適宜選択される。このような基板の材料としては、例えば、ガラスや樹脂が挙げら
れる。
　なお、基板の表面にはガスバリア層が形成されていてもよい。
【００４５】
　基板の厚みとしては、基板の材料および有機ＥＬ表示装置の用途により適宜選択され、
具体的には０．００５ｍｍ～５ｍｍ程度である。
【００４６】
　（２）スペーサ部形成工程
　本工程は、上記基板上に２列以上の帯状のスペーサ部を形成する工程である。
【００４７】
　（ａ）スペーサ部
　本工程において形成される２列以上のスペーサ部のうち、画素電極側に形成されるスペ
ーサ部は絶縁層としての機能を有するものである。
【００４８】
　本工程において、画素電極と後述する接触部との間に帯状に形成されるスペーサ部の数
としては、２列以上であれば特に限定されるものではないが、中でも２列であることが好
ましい。画素電極が形成された画素領域を確保しつつ、本発明における効果を十分に得る
ことができるからである。
　ここで、画素電極と後述する接触部との間に帯状に形成されるスペーサ部の数とは、隣
接する画素電極と接触部との間に、長手方向にストライプ状のスペーサ部が形成されてお
り、このときに画素電極と接触部との間に形成されたストライプの数を指す。したがって
、例えば、図４～図６におけるスペーサ部の数は２列である。
　また、画素電極が形成された画素領域と接触部との間に形成されるスぺーサ部の数が２
列以上である態様としては、図７に例示するように、隣接するスペーサ部５ａ、５ｂが連
続して形成される態様も含む。
【００４９】
　本工程において形成されるスペーサ部の態様としては、上述のように２列以上のスペー
サ部が、画素領域と上記接触部との間に帯状に形成されており、後述する接触部形成工程
において、補助電極上に形成された有機層を除去する際、除去された上記有機層の粉塵等
が、隣接する画素電極が形成された画素領域に飛散することを防ぐという機能を発揮する
ことができる態様であれば特に限定されるものではない。
　図４は、本工程におけるスペーサ部の形成態様の一例を示す概略図である。また、図４
（ａ）は画素電極と補助電極との間にスペーサ部が形成された際の概略平面図であり、図
４（ｂ）は図４（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。本工程において形成されるスペーサ部と
しては、図４（ａ）に例示するように、画素電極３が形成された画素領域ｐと補助電極４
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における接触部９との間に、スペーサ部５ａ、５ｂが並列して形成されていてもよい。な
お、図４において説明していない符号については、図１と同様であるためここでの説明は
省略する。
【００５０】
　また、図５は、本工程におけるスペーサ部の形成態様の他の例を示す概略図である。ま
た、図５（ａ）は画素電極が形成された画素領域と補助電極における接触部との間にスペ
ーサ部が形成された際の概略平面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）のＢ－Ｂ線断面図で
ある。本工程において形成されるスペーサ部としては、図５（ａ）に例示するように、接
触部９を囲うように、スペーサ部５ａ、５ｂが形成されていてもよい。なお、図５におい
て説明していない符号については、図１と同様であるためここでの説明は省略する。
【００５１】
　さらに、図６は、本工程におけるスペーサ部の形成態様の他の例を示す概略図である。
また、図６（ａ）は画素電極が形成された画素領域と補助電極における接触部との間にス
ペーサ部が形成された際の概略平面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）のＣ－Ｃ線断面図
である。本工程において形成されるスペーサ部としては、図６（ａ）に例示するように、
画素領域ｐを囲うように、スペーサ部５ａ、５ｂが形成されていてもよい。なお、図６に
おいて説明していない符号については、図１と同様であるためここでの説明は省略する。
【００５２】
　また、本工程において形成されるスペーサ部の縦断面形状としては、上述したスペーサ
部の機能を発揮することができるものであれば特に限定されない。例えば、順テーパー形
状、逆テーパー形状、矩形等が挙げられるが、中でも、順テーパー形状であることが好ま
しい。図５（ａ）や図６（ｂ）に例示するように、画素電極または補助電極を囲うように
スペーサ部が形成されている場合であっても、後述する透明電極層を全面に均一に形成す
ることができ、十分な導通を得ることができるからである。
【００５３】
　本工程において形成される２列以上のスペーサ部としては、隣接するスペーサ部の頂部
が互いに接触しなければ特に限定されるものではない。例えば、図３（ａ）、（ｂ）およ
び図７に例示するように、スペーサ部５ａの頂部Ｈａと、スペーサ部５ａに隣接するスペ
ーサ部５ｂの頂部Ｈｂとが接触しておらず、スペーサ部の高さ方向への断面図を観察した
際に、隣接するスペーサ部の頂部の間に所定の幅ｗを有するように形成される。隣接する
スペーサ部の頂部の間の幅ｗとしては、０．１μｍ～２０μｍの範囲内であることが好ま
しく、中でも１μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましく、特に１μｍ～５μｍの範
囲内であることが好ましい。隣接するスペーサ部の上低面の間の幅が上記範囲内であるこ
とにより、後述する減圧密封工程において有機ＥＬ層側基板に蓋部を対向させた際に、隣
接するスペーサ部と蓋部とで囲われた空間を十分に形成することができる。これにより、
有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間を減圧した際に、有機ＥＬ層側基板と蓋部との接触
面での密着性を向上させ、後述する接触部形成工程においてレーザー光により除去された
有機層の粉塵が画素領域に飛散するのを防止することができる。
【００５４】
　また、本工程において形成される２列以上のスペーサ部の高さは、いずれも同じ高さで
ある。
　ここで、「２列以上のスペーサ部の高さ」とは、画素電極と接触部との間に形成された
２列以上のスペーサ部の高さを指す。具体的には、図４（ｂ）、図５（ｂ）および図６（
ｂ）に例示するように、スペーサ部が２列である場合に、画素電極３側に形成されたスペ
ーサ部５ａの高さと補助電極４側に形成されたスペーサ部５ｂの高さとを指す。また、こ
こでの「同じ高さ」とは、上述した２列以上のスペーサ部の高さが同程度の高さを有する
ことを指す。具体的には、２列以上のスペーサ部の高さの差が、少なくとも±１μｍの範
囲内、中でも±０．５μｍの範囲内、特に±０．２μｍの範囲内であることを指す。
【００５５】
　本工程において形成されるスペーサ部の高さとしては、後述する減圧密封工程において
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、有機ＥＬ層側基板および蓋部を対向させた際に、スペーサ部の頂部と蓋部とが接触する
ように配置することができる程度であれば特に限定されるものではない。具体的なスペー
サ部の高さとしては、０．１μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましく、中でも０．
５μｍ～５μｍの範囲内であることが好ましく、特に１μｍ～３μｍの範囲内であること
が好ましい。スペーサ部の高さが上記範囲内であることにより、後述する減圧密封工程に
おいて有機ＥＬ層側基板に蓋部を対向させた際に、隣接するスペーサ部と蓋部とで囲われ
た空間の体積を十分に確保することができる。これにより、有機ＥＬ層側基板と蓋部との
間の空間を減圧した際に、蓋部を介して外気から進入してくる気体や、後述する接触部形
成工程においてレーザー光により発生するガス等による圧力の上昇を十分に抑えることが
でき、有機ＥＬ層側基板と蓋部との接触面での密着性を維持することができる。したがっ
て、レーザー光により除去された有機層の粉塵が画素領域に飛散するのを効果的に防止す
ることができる。
　なお、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、隣接するスペーサ部５ａ、５ｂがそれぞれ独
立して形成された場合には、スペーサ部５ａ、５ｂの下底面から頂部までの高さｈ１、ｈ

２をスペーサ部の高さとする。また、図７に示すように、隣接するスペーサ部５ａ、５ｂ
が連続して形成された場合には、スペーサ部５ａ、５ｂの接触点から頂部までの高さｈ３

をスペーサ部の高さとする。
【００５６】
　スペーサ部の形成方法としては、ラミネーション法、フォトリソグラフィー法、印刷法
等の一般的な方法を用いることができる。また、鋳型等を用いてスペーサ部を別途形成し
、画素領域と接触部との間に接着剤等を用いて貼り合わせる方法を挙げることができる。
【００５７】
　（ｂ）台座部および密着部
　本工程において形成されるスペーサ部は、台座部と台座部上に形成された２列以上の密
着部とから構成されていてもよい。具体的には、図８に例示するように、基板２上に形成
された台座部１１と、上記台座部１１上に形成された２列の密着部１２ａ、１２ｂとから
構成されていてもよい。
【００５８】
　スペーサ部が台座部と密着部とから構成されていることにより、スペーサ部の高さの調
整が容易になる。例えば、他の配線層上に絶縁層が形成されており、上記絶縁層が所定の
高さを有する場合であって、上記台座部が絶縁層として形成されている場合には、スペー
サ部が台座部と密着部とから構成されていることにより、上記絶縁層の高さよりもスペー
サ部の高さを容易に高くすることができ、後述する減圧密封工程において有機ＥＬ層側基
板に蓋部を対向させた際に、スペーサ部と蓋部とを接触させることができる。このように
スペーサ部と蓋部とが接触することで、後述する接触部形成工程においてレーザー光を用
いて有機層を除去する際に、上記有機層の粉塵が、画素電極が形成された画素領域にまで
飛散するのを防止することができる。
　以下、台座部および密着部に分けて説明する。
【００５９】
　（ｉ）台座部
　台座部の大きさとしては、画素領域と接触部との間の大きさや、台座部上に形成される
密着部の大きさや数に応じて適宜調整されるものである。台座部の高さとしては、例えば
、０．１μｍ～５μｍの範囲内であることが好ましく、中でも０．５μｍ～３μｍの範囲
内であることが好ましく、特に１μｍ～２μｍの範囲内であることが好ましい。台座部の
高さが上記範囲内であることにより、台座部を形成することによる上述の効果を得ること
ができる。
【００６０】
　また、台座部の縦断面形状としては、台座部上に密着部を形成することが可能であれば
特に限定されない。例えば、順テーパー形状、逆テーパー形状、矩形等が挙げられるが、
中でも、順テーパー形状であることが好ましい。画素電極または補助電極を囲うように台
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座部および密着部が形成されている場合であっても、後述する透明電極層を全面に均一に
形成することができ、十分な導通を得ることができるからである。
【００６１】
　また、台座部の形成方法としては、上述した密着部の形成方法と同様であるため、ここ
での記載は省略する。なお、台座部および密着部が同じ材料から構成される場合には、台
座部および密着部を一括して形成してもよい。
【００６２】
　（ｉｉ）密着部
　密着部に用いられる材料、大きさ、数、形成方法については、上述したスペーサ部と同
様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００６３】
　（ｃ）スペーサ部の材料
　スペーサ部に用いられる材料としては、本発明により得られる機ＥＬ表示装置の特性に
悪影響を及ぼさないような材料であれば特に限定されるものではないが、例えば、スペー
サ部が、図１、２、４～６に例示するように、２列以上のスペーサ部のうち画素電極３側
に形成されたスペーサ部５ａである場合であって、当該スペーサ部５ａが画素電極３と接
する場合、当該スペーサ部の材料としては絶縁性材料を用いることが好ましい。この場合
には、画素電極のエッジ部分からのリーク電流による不具合を防止することができる。具
体的な材料としては、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、または
熱硬化型樹脂、および無機材料等を挙げることができる。
　また、上述のようにスペーサ部が台座部および密着部から構成される場合であって、上
記台座部が絶縁層として形成される場合には、上記密着部の材料として導電性材料を用い
ることもできる。
【００６４】
　（３）有機ＥＬ層形成工程
　本工程は、複数の有機層から構成され、少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層を、上記
画素電極上に形成する工程である。また、本工程では、有機ＥＬ層を形成するとともに、
上記有機ＥＬ層を構成する少なくとも１層の有機層が補助電極を覆うように形成される。
　以下、有機ＥＬ層について説明する。
【００６５】
　本工程において形成される有機ＥＬ層は、画素電極および補助電極がパターン状に形成
され、さらに２列以上のスペーサ部がパターン状に形成された基板上に形成されるもので
ある。また、有機ＥＬ層は、少なくとも発光層を有するものである。
【００６６】
　有機ＥＬ層を構成する有機層としては、発光層の他に、正孔注入層、正孔輸送層、電子
注入層、電子輸送層等が挙げられる。
　以下、有機ＥＬ層を構成する各有機層について説明する。
【００６７】
　（ａ）発光層
　本工程において形成される発光層は、単色の発光層であってもよく、複数色の発光層で
あってもよく、有機ＥＬ装置の用途に応じて適宜選択される。有機ＥＬ装置が表示装置で
ある場合には、通常、複数色の発光層が形成される。
【００６８】
　発光層に用いられる発光材料としては、蛍光もしくは燐光を発するものであればよく例
えば、色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料等を挙げることができる。なお、具体
的な色素系材料、金属錯体系材料、高分子系材料については、一般的に用いられるものと
同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
【００６９】
　発光層の厚みとしては、電子および正孔の再結合の場を提供して発光する機能を発現す
ることができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１０ｎｍ～５００ｎｍ
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程度にすることができる。
【００７０】
　発光層の形成方法としては、上述の発光材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた発光層
形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等のドライプロセ
スであってもよい。中でも、効率およびコストの面から、ウェットプロセスが好ましい。
【００７１】
　（ｂ）正孔注入輸送層
　本工程において形成される有機ＥＬ層としては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層
が形成されていてもよい。
　正孔注入輸送層は、正孔注入機能を有する正孔注入層であってもよく、正孔輸送機能を
有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層されたものであっ
てもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【００７２】
　正孔注入輸送層に用いられる材料としては、発光層への正孔の注入、輸送を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、一般的な材料を用いることが
できる。
【００７３】
　正孔注入輸送層の厚みとしては、正孔注入機能や正孔輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されないが、具体的には０．５ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内、中でも１
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【００７４】
　正孔注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた正
孔注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【００７５】
　（ｃ）電子注入輸送層
　本工程において形成される有機ＥＬ層としては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層
が形成されていてもよい。
　電子注入輸送層は、電子注入機能を有する電子注入層であってもよく、電子輸送機能を
有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層されたものであっ
てもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【００７６】
　電子注入層に用いられる材料としては、発光層への電子の注入を安定化させることがで
きる材料であれば特に限定されるものではなく、また、電子輸送層に用いられる材料とし
ては、陰極から注入された電子を発光層へ輸送することが可能な材料であれば特に限定さ
れるものではない。
　電子注入層および電子輸送層に用いられる具体的な材料としては、一般的な材料を用い
ることができる。
【００７７】
　電子注入輸送層の厚みとしては、電子注入機能や電子輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されない。
【００７８】
　電子注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた電
子注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【００７９】
　２．減圧密封工程
　本発明においては、上記有機ＥＬ層側基板形成工程で得られた有機ＥＬ層側基板に蓋部
を対向させ、上記スペーサ部の頂部に上記蓋部が接触するように配置して、上記有機ＥＬ
層側基板および上記蓋部の間の空間を減圧して密封する減圧密封工程を行う。
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【００８０】
　本工程において用いられる蓋部としては、有機ＥＬ層側基板と対向させて、有機ＥＬ層
側基板と蓋部との間の空間を減圧して密封することが可能なものであれば特に限定される
ものではなく、例えば、ガラスフィルム、ＣＯＰ、ＰＰ、ＰＣ、ＰＥＴ等の透光性を有す
る材料等が挙げられる。中でも、ガラスフィルムやＣＯＰが好ましい。
【００８１】
　蓋部の厚みとしては、有機ＥＬ層側基板と対向させて、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間
の空間を減圧して密封することができる程度の厚みであれば特に限定されるものではない
。例えば、１μｍ～１０００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも１０μｍ～２０
０μｍの範囲内であることが好ましく、特に３０μｍ～１００μｍの範囲内であることが
好ましい。
【００８２】
　このような蓋部を有機ＥＬ層側基板に対向させて、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空
間を減圧して密封する方法としては、例えば、次のような方法が挙げられる。すなわち、
まず、所定の真空度に設定された真空チャンバー内において、外周部にシール剤が形成さ
れた有機ＥＬ層側基板と蓋部とを対向させて配置し、有機ＥＬ層側基板と蓋部とを接触さ
せ、その後、真空チャンバー内全体もしくは少なくとも蓋部の上部に気体を流入させて加
圧することにより、有機ＥＬ層側基板と蓋部とを圧着する方法である。
　また、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間を減圧密閉する方法としては、上述のよう
に有機ＥＬ層側基板の外周部にシール剤を形成して、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空
間を減圧密閉してもよく、あるいはジグ等で有機ＥＬ層側基板の外周部を圧着して、有機
ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間を減圧密閉してもよい。なお、上記方法により減圧密封
を行う場合、後述する接触部形成工程におけるレーザー光の照射は、ガラス等の透光性基
材から構成される真空チャンバーに設置されたレーザー光透過窓を介して行われることに
なる。
【００８３】
　本工程において減圧密封された有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間の真空度としては
、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間によって、後述する接触部形成工程においてレー
ザー光により除去される有機層の粉塵が画素領域に飛散するのを防ぐことができれば特に
限定されるものではないが、真空度の値ができるだけ大きいこと、すなわち、有機ＥＬ層
側基板と蓋部との間の空間の圧力の値ができるだけ小さいことが好ましい。中でも、本工
程においては、有機ＥＬ層側基板と蓋部との間の空間が真空空間であることが好ましい。
具体的な真空度としては、１×１０－５Ｐａ～１×１０４Ｐａの範囲内であることが好ま
しく、中でも１×１０－５Ｐａ～１×１０３Ｐａの範囲内であることが好ましく、特に１
×１０－５Ｐａ～１×１０２Ｐａの範囲内であることが好ましい。
【００８４】
　（３）接触部形成工程
　本発明においては、蓋部側からレーザー光を照射して、上記補助電極を覆う上記有機層
を除去し、上記補助電極を露出させて接触部を形成する接触部形成工程を行う。
【００８５】
　本工程に用いられるレーザー光は、補助電極を覆う有機層を除去することが可能なレー
ザー光であれば特に限定されるものではなく、有機層のレーザー光による除去方法におい
て一般的に用いられるレーザー光を採用することができる。例えば、ＹＡＧ、Ａｒイオン
、Ｈｅ－Ｎｅ、ＫｒＦ、炭素レーザー（ＣＯ２レーザー）等のレーザーが挙げられる。
【００８６】
　上記接触部の平面形状としては、後述する透明電極と補助電極とを電気的に十分に接続
することができるような平面形状であれば特に限定されるものではなく、例えば、矩形や
円形等が挙げられる。
【００８７】
　また、上記接触部の態様としては、後述する透明電極と補助電極とを電気的に十分に接
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続することができるものであれば特に限定されるものではない。図９（ａ）～（ｃ）は、
本工程において形成される接触部の態様を説明する模式図である。上記接触部９の具体的
な態様としては、図９（ａ）に示すように、補助電極４上に形成された少なくとも１層の
有機層６をストライプ状に除去して形成された態様であってもよく、図９（ｂ）に示すよ
うに、補助電極４上に形成された少なくとも１層の有機層６に開口部を設けて形成された
態様であってもよく、図９（ｃ）に示すように、補助電極４上に形成された少なくとも１
層の有機層６に複数の開口部を設けて形成された態様であってもよい。
【００８８】
　（４）透明電極層形成工程
　本発明においては、上記蓋部を剥離して、上記接触部において露出した上記補助電極に
電気的に接続されるように、上記有機ＥＬ層側基板上に透明電極層を形成する透明電極層
形成工程を行う。
【００８９】
　本工程において形成される透明電極層は、陽極および陰極のいずれであってもよい。
【００９０】
　陽極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、Ａｕ、Ｃｒ、Ｍｏ等の金属；酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウ
ム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛、酸化インジウム等の無機酸化物；金属ドープされたポリチ
オフェン等の導電性高分子等が挙げられる。これらの導電性材料は、単独で用いても、２
種類以上を組み合わせて用いてもよい。２種類以上を用いる場合には、各材料からなる層
を積層してもよい。
【００９１】
　陰極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、ＭｇＡｇ等のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のアル
ミニウム合金、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金
属類の合金等が挙げられる。
【００９２】
　透明電極層の形成方法としては、一般的な電極の形成方法を用いることができ、例えば
、真空蒸着法、スパッタリング法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等のＰＶＤ法、
またはＣＶＤ法等を挙げることができる。
【００９３】
　（５）その他の工程
　本発明においては、上述した工程を有していれば特に限定されるものではなく、その他
の工程を有していてもよい。その他の工程としては、例えば、有機ＥＬ表示装置を封止基
板により封止する封止工程が挙げられる。
　以下、封止基板について説明する。
【００９４】
　本発明における有機ＥＬ表示装置はトップエミッション型であるため、封止基板は光透
過性を有している。封止基板の光透過性としては、可視光領域の波長に対して透過性を有
していればよく、具体的には、可視光領域の全波長範囲に対する光透過率が８０％以上で
あることが好ましく、中でも８５％以上、特に９０％以上であることが好ましい。
　ここで、光透過率は、例えば島津製作所製紫外可視光分光光度計ＵＶ－３６００により
測定することができる。
【００９５】
　また、封止基板は、可撓性を有していてもよく有さなくてもよく、有機ＥＬ表示装置の
用途により適宜選択される。
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【００９６】
　封止基板の材料としては、光透過性を有する封止基板が得られるものであれば特に限定
されるものではなく、例えば、石英、ガラス等の無機材料や、アクリル樹脂、ＣＯＰと称
されるシクロオレフィンポリマー、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフィド、ポリイミド、ポリアミドイミド
、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン等の樹脂が
挙げられる。
　また、樹脂製の封止基板の表面にはガスバリア層が形成されていてもよい。
【００９７】
　封止基板の厚みとしては、封止基板の材料および有機ＥＬ装置の用途により適宜選択さ
れる。具体的に、封止基板の厚みは０．００１ｍｍ～５ｍｍ程度である。
【００９８】
　Ｂ．有機ＥＬ表示装置
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、上述のような製造方法により得られるものであるため、
表示特性の低下を抑制することができるといった効果を奏する。
　このような有機ＥＬ表示装置としては、次のような第１態様および第２態様が挙げられ
る。
【００９９】
　まず、第１態様の有機ＥＬ表示装置は、基板と、上記基板上に形成された画素電極およ
び上記画素電極間に形成された補助電極と、上記基板上に形成された２列以上の帯状のス
ペーサ部と、上記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも
発光層を有する有機ＥＬ層と、上記補助電極上に形成された少なくとも一層の上記有機層
と、上記補助電極上に上記有機層が除去されて形成された接触部と、少なくとも上記有機
ＥＬ層および上記接触部上に形成された透明電極層とを有し、上記透明電極層は、上記補
助電極層と上記接触部で電気的に接続しており、上記２列以上のスペーサ部は、上記画素
領域と上記接触部との間に形成されていることを特徴とするものである。
【０１００】
　図１（ｆ）は、上記第１態様の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。第１
態様の有機ＥＬ表示装置１０は、図１（ｆ）に例示するように、基板２と、上記基板２上
にパターン状に形成された画素電極３および上記画素電極３間に形成された補助電極４と
、上記基板２上に形成された帯状の２列のスペーサ部５ａ、５ｂと、上記画素電極３、上
記補助電極４および上記スペーサ部５ａ、５ｂが形成された上記基板上の全面に形成され
た有機ＥＬ層６と、補助電極４上に形成された有機ＥＬ層６と、上記補助電極４上に上記
有機ＥＬ層６が除去されて形成された接触部９と、上記接触部９において補助電極４と電
気的に接続されるように全面に透明電極層７が形成された構造を有する。
【０１０１】
　次に、第２態様の有機ＥＬ表示装置は、基板と、上記基板上に形成された画素電極およ
び上記画素電極間に形成された補助電極と、上記基板上に形成された２列以上の帯状のス
ペーサ部と、上記画素電極上に形成され、複数の有機層から構成されており、少なくとも
発光層を有する有機ＥＬ層と、上記補助電極上に形成された少なくとも一層の上記有機層
と、上記補助電極上に上記有機層が除去されて形成された接触部と、少なくとも上記有機
ＥＬ層および上記接触部上に形成された透明電極層とを有し、上記透明電極層は、上記補
助電極層と上記接触部で電気的に接続しており、上記２列以上のスペーサ部は、台座部お
よび上記台座部上に形成された２列以上の帯状の密着部により構成され、また上記画素領
域と上記接触部との間に形成されていることを特徴とするものである。
【０１０２】
　図１０は、上記第２態様の有機ＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図である。第２態様
の有機ＥＬ表示装置１０は、図１０に例示するように、基板２と、上記基板２上にパター
ン状に形成された画素電極３および上記画素電極３間に形成された補助電極４と、上記基
板２上に形成された台座部１１と、上記台座部１１上に形成された密着部１２ａ、１２ｂ
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上の全面に形成された有機ＥＬ層６と、上記補助電極４上に形成された少なくとも一層の
上記有機層と、上記補助電極４上に上記有機層が除去されて形成された接触部９と、上記
接触部９において補助電極４と電気的に接続されるように全面に透明電極層７が形成され
た構造を有する。
【０１０３】
　ここで、本発明において「少なくとも上記有機ＥＬ層および上記接触部上に形成された
透明電極層」とは、透明電極層が有機ＥＬ層および接触部上に形成されていれば特に限定
されるものではないが、通常は、例えば図１（ｆ）に例示するように、透明電極層７が、
画素電極３、補助電極４、スペーサ部５ａおよび５ｂ、有機ＥＬ層６、および接触部９が
形成された基板２の全面に連続して形成される。
【０１０４】
　上記有機ＥＬ表示装置に用いられる各部材については、上記「Ａ．有機ＥＬ表示装置の
製造方法」の項に記載したものと同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１０５】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本
発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用
効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　…　有機ＥＬ層側基板
　２　…　基板
　３　…　画素電極
　４　…　補助電極
　５ａ、５ｂ　…　スペーサ部
　６　…　有機ＥＬ層
　７　…　透明電極層
　８　…　蓋部
　９　…　接触部
　１０　…　トップエミッション型有機ＥＬ表示装置
　１１ａ、１１ｂ　…　密着部
　１２　…　台座部
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摘要(译)

解决的问题：提供一种能够抑制显示特性的劣化的顶部发射型有机EL显
示装置的制造方法以及显示装置。 解决方案：在基板2上的像素电极之
间形成像素电极3和辅助电极4的步骤，在基板，像素电极和辅助电极上
以两列或更多列形成条形间隔物部分5a，5b的步骤。 形成覆盖电极的有
机EL层6的步骤，布置盖部分8以使其与间隔物部分的顶部接触并减压密
封有机EL层与盖部分，盖之间的空间V的步骤 激光L从该部分的侧面去除
覆盖辅助电极的有机EL层，使该辅助电极暴露以形成接触部9，从而剥去
盖部，从而露出在接触部处的辅助电极。 并且，形成透明电极层7以电
连接的步骤，并且在像素电极和接触部分之间形成两行或更多行的间隔
物部分，从而形成顶部发射型有机电致发光显示装置。 10种制造方法。 
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